
半
田
市
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

半
田
市
長 
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半
田
市
規
則
第
七
号 

半
田
市
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則 

半
田
市
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
半
田

市
規
則
第
五
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
二
号
中
の
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
対
す
る
休
業
補
償
を
行
わ
な
い
場
合
と
し
て
、

「
又
は
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
補
導
処

分
と
し
て
婦
人
補
導
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
」
を
削
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


